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の
場
合
に
お
い
て
、
所
定
給
付
日
数
を
超
え
て

基
本
手
当
を
支
給
す
る
日
数
は
、
六
〇
日
（
雇
用
保

険
法
第
二
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
又
は
第
三
号
イ
に

該
当
す
る
受
給
資
格
者
に
あ
っ
て
は
、
三
〇
日
）
を

限
度
と
す
る
も
の
と
し
た
。（
第
三
条
第
二
項
関
係
）

の
基
本
手
当
の
支
給
（

に
お
い
て
「
特
例
延

長
給
付
」
と
い
う
。）を
受
け
る
受
給
資
格
者
の
受
給

期
間
は
、
雇
用
保
険
法
第
二
〇
条
第
一
項
及
び
第
二

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る

期
間
に

の
日
数
を
加
え
た
期
間
と
す
る
こ
と
と
し

た
。（
第
三
条
第
三
項
関
係
）

特
例
延
長
給
付
に
関
す
る
調
整
等
に
関
す
る
規
定

の
整
備
を
行
う
こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
第
四
項
関

係
）

４

雇
用
保
険
法
に
よ
る
雇
用
安
定
事
業
の
特
例

政
府
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
よ
る
労
働
者
の
失
業
の
予
防
を
図
る
た
め
、
雇
用
安

定
事
業
と
し
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の

影
響
に
よ
り
事
業
主
が
休
業
さ
せ
、
そ
の
休
業
さ
せ
ら

れ
て
い
る
期
間
の
全
部
又
は
一
部
に
つ
い
て
賃
金
の
支

払
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
被
保
険
者
に
対
し

て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
応
休
業
支
援
金

を
支
給
す
る
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と

し
た
。（
第
四
条
関
係
）

３

給
付
日
数
の
延
長
に
関
す
る
特
例

雇
用
保
険
の
受
給
資
格
者
で
あ
っ
て
、
就
職
が
困

難
な
受
給
資
格
者
以
外
の
も
の
（
個
別
延
長
給
付
又

は
地
域
延
長
給
付
の
支
給
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る

も
の
を
除
く
。）の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分

に
応
じ
次
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
は
、
公
共
職
業
安

定
所
長
が
、
そ
の
地
域
に
お
け
る
雇
用
機
会
の
状
況

及
び
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
の
新

型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
措
置
の
実
施
の
状

況
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
、
雇
用
保
険
法
第
二
四

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
導
基
準
に
照
ら
し
て

再
就
職
を
促
進
す
る
た
め
に
必
要
な
職
業
指
導
を
行

う
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
お
い
て

は
、

の
期
間
内
の
失
業
し
て
い
る
日
（
失
業
の
認

定
を
受
け
た
日
に
限
る
。）に
つ
い
て
、
所
定
給
付
日

数
を
超
え
て
基
本
手
当
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る

こ
と
と
し
た
。（
第
三
条
第
一
項
関
係
）

受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
つ
い
て
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン

ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
日
以
前
で
あ
る
場

合

当
該
日
に
お
い
て
現
に
受
給
資
格
者
で
あ
る

者

受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
宣
言
が
さ
れ
た
日
後
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ

た
日
以
前
で
あ
る
場
合

特
定
理
由
離
職
者
又
は

特
定
受
給
資
格
者
で
あ
る
者

受
給
資
格
に
係
る
離
職
の
日
が
、
新
型
イ
ン
フ

ル
エ
ン
ザ
等
緊
急
事
態
解
除
宣
言
が
さ
れ
た
日
後

で
あ
る
場
合

特
定
理
由
離
職
者
（
雇
用
保
険
法

第
二
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限

る
。）又
は
特
定
受
給
資
格
者
で
あ
っ
て
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び
そ
の
ま
ん
延
防
止
の

た
め
の
措
置
の
影
響
（
以
下
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
」
と
い
う
。）に
よ
り
離
職

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
者

〔
法

律
〕

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時

特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
五
四
）

〇
令
和
二
年
度
ひ
と
り
親
世
帯
臨
時
特
別
給

付
金
等
に
係
る
差
押
禁
止
等
に
関
す
る
法

律
（
五
五
）

〔
政

令
〕

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時

特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令（
一
八
七
）

〇
雇
用
保
険
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る

政
令
（
一
八
八
）

〔
省

令
〕

〇
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
省
令
（
厚
生
労
働
一
二
三
、
一
二
七
）

〇
社
会
保
険
労
務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
省
令
（
同
一
二
四
）

〇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響

に
対
応
す
る
た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時

特
例
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
同
一
二
五
）

〇
雇
用
保
険
法
施
行
規
則
及
び
社
会
保
険
労

務
士
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令
（
同
一
二
六
）

〔
告

示
〕

〇
令
和
二
年
度
地
方
債
計
画
を
公
表
す
る
件

の
全
部
を
改
正
す
る
件
（
総
務
一
九
〇
）

◇
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
の
影
響
に
対
応
す
る

た
め
の
雇
用
保
険
法
の
臨
時
特
例
等
に
関
す
る
法
律

（
法
律
第
五
四
号
）（
厚
生
労
働
省
）

１

趣
旨

こ
の
法
律
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
及
び

そ
の
ま
ん
延
防
止
の
た
め
の
措
置
が
労
働
者
及
び
事
業

主
に
及
ぼ
す
影
響
の
緩
和
を
図
る
た
め
、
雇
用
保
険
法

の
特
例
等
を
定
め
る
も
の
と
し
た
。（
第
一
条
関
係
）

２

定
義

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

症
」
と
は
、
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
特
別
措
置

法
附
則
第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
い
う
こ
と
と
し
た
。（
第
二
条
関

係
）
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